
平成２５年第１回白馬村議会臨時会 

 

１ 日 時 平成２５年２月１８日（月） 

２ 場 所  白馬村議会議場 

 

３ 応招議員 

   第 １ 番  横 田 孝 穗     第 ８ 番    髙 橋 賢 一 

  第 ２ 番  篠﨑 久美子     第 10 番   小 林 英 雄 

第 ３ 番  太 田 伸 子     第 11 番   太 谷 正 治 

第 ５ 番  太 田    修      第 12 番   松 沢 貞 一 

第 ６ 番  柏 原 良 章     第 13 番   下 川 正 剛  

    第 ７ 番  田 中 榮 一 

 

４ 欠席議員 

      な  し 

 

 

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  村    長   太 田 紘 熙         副  村   長  窪田徳右衛門 

教  育 長   福島 総一郎 

  総 務 課 長   横 川 宗 幸     住民福祉課長  倉 科 宜 秀 

  税 務 課 長   横 澤 英 明       観光農政課長  平 林  豊 

    環 境 課 長   丸山 勇太郎          建設水道課長    太 田 今朝治 

教育課長兼スポーツ課長   松 澤 忠 明         総務課長補佐    横 山 秋 一 

   

  

６ 職務のため出席した事務局職員 

議会事務局長  太 田 文 敏              
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開 会  午後４時００分 

 

１ 開会宣告 

議  長（下川正剛）ただいまの出席議員は１１名全員です。これより平成２

５年第１回白馬村議会臨時会を開会します。 

 

２ 議事日程の報告 

議  長（下川正剛）ただちに本日の会議を開きます。 

本日の会議は、議事日程の都合により、特に午後４時に繰り下げ

て開くことにします。 

     本日の議事日程は、お手元に配布してある資料のとおりです。 

 

日程第１ 諸般の報告 

議  長（下川正剛）日程第１ 諸般の報告をいたします。監査委員から、平 

成２４年１２月分、平成２５年１月分の一般会計・特別会計・水

道事業会計の例月出納検査報告書が提出されております。お手元

に配布しました資料のとおりですので、これをもって報告にかえ

させていただきます。 

     また、同じく監査委員から、平成２４年１２月１４日付住民監 

査請求の監査結果報告が提出されております。お手元に配布いた

しました資料をもって報告にかえさせていただきます。 

     また、白馬山麓環境施設組合臨時議会が、平成２５年１月１１ 

日に開催されました。内容につきましては、お手元に配布しまし

た資料のとおりですので、これをもって報告に代えさせていただ

きます。 

      これで諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

議  長（下川正剛）日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

会議規則第１１９条の規定により第１０番小林英雄議員、第１１

番太谷正治議員、第１２番松沢貞一議員、以上３名を指名いたし

ます。 

 

日程第３ 会期の決定 

議  長（下川正剛）日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りをいたします。本臨時会の会期は、別紙平成２５年第１

回白馬村議会臨時会日程予定表のとおり本日１日限りの１日間と
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いたしたいと思いますが、本日１日間と決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

議  長（下川正剛）異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定をいたしまし

た。 

 

日程第４ 村長あいさつ 

議  長（下川正剛）日程第４ 村長より招集のあいさつを求めます。太田村長。 

村  長（太田紘熙）平成２５年第１回白馬村議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員全員のご参集をいただき厚くお礼を申し上げます。新しい年が明けて、

早や１か月半となります。心配された降雪にも恵まれ、これまで順調なウイ

ンターシーズンとなっており、冬季観光客の入込状況も今のところ前年を上

回るなど、観光関係者それぞれが誘客に力を入れてきたご努力だと思います。

本年は白馬村へスキー伝来１００年にあたり、２月１０日をスキーの日と定

め、白馬村観光局では雪恋祭りを開催し、村でも観光局とともに祭りの支援

を行うなど祭りを盛り上げてまいりました。また、募集をしていました村の

イメージキャラクターの発表も行い、新たな村の宣伝アイテムとなったとこ

ろであり、村の方やお客様からもほかにないキャラクターとして人気があり

ましたので、今後も有効に活用していまいりたいと思います。インバウンド

関係では外国人観光客も震災前に戻ったようでありますが、一部では外国人

旅行者の宿におけるマナーの悪さなど新たな課題が見えてきており、村の方

でも警察や区長、観光協会等と情報の共有をするための対策会議を開催し、

マナーの良くない宿には宿泊客に指導するよう改善通知をするなど対応し

てまいりました。今後も引き続き関係機関と連携を図るなど対応してまいり

ますが、後手になった感は否めないところであります。 

     明日、明後日と姉妹提携３０周年を記念しての河津町訪問の計画であります

が、議員のみなさんも含め総勢８０名を超える人数で、河津を代表する河津

桜の時期に訪問できることは、大きな区切りの年にふさわしい内容となって

おり、有意義な交流になるものと確信し、議員の皆さんとともに一層の交流

を深めてまいりたいと思っております。 

     国会では、阿部政権に代わりインフレ目標２パーセントを掲げたアベノミク

ス効果が表れ始め、円安株高に推移しつつありますが、経済対策を最優先課

題ととらえた国の補正予算や新年度の予算の細かな内容が伝わってこない

状況にあり、早期の情報提供がほしいところであります。 

    本日下水道受益者負担金関係の住民監査請求に対して監査委員から勧告がさ 

れました。監査結果の内容を真摯に受け止め、対応をしてまいりますのでよ 
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ろしくお願いいたします。 

本日臨時会に付議する案件は、公共下水道特別会計の補正予算であります。

東部地区農業集落排水施設を公共下水道に統合する事業の補正であり、国の

社会資本整備総合交付金の通常調整が増額したことによるものでございま

す。３月定例会補正予算の成立では発注手続きに時間が不足しますので、臨

時議会を招集し予算の補正議案を上程するもので、事業は翌年度への繰越事

業となりますがよろしくお願いいたします。本案件につき円満なるご議決を

賜りますようお願い申し上げ、臨時会招集にあたりましての冒頭のあいさつ

をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

日程第５ 議案第１号 平成２４年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議  長（下川正剛）これより議案の審議に入ります。なお、本臨時会の質疑に関しま

しては、会議規則第５５条の規定により１議員１議題につき３回まで、また規

則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることはできないと定めら

れていますので、申し添えます。 

次に、議案第１号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略

することといたしたいと思いますが、これについて採決をいたします。この採

決は起立によって行います。 

議案第１号平成２４年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、会

議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の方の

起立を求めます。 

（ 起立全員 ） 

議  長（下川正剛）起立全員です。よって議案第１号の委員会付託を省略する件は、

可決されました。したがって、議案第１号は委員会付託を省略し、質疑、討論、

採決をすることといたします。 

日程第５ 議案第１号平成２４年度白馬村下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。提案理由の説明を求めます。太田建設水道課長。 

建設水道課長（太田今朝治）議案第 1 号平成２４年度白馬村下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてご説明申し上げます。第１条歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ 5５３８０万円を追加し、歳入歳出それぞれ６億３４９３万５千

円とするものでございます。これは社会資本整備総合交付金通常分が県によっ

て調整され、増額配分となったことによる東部地区農業集落排水設備を公共下

水道への統合工事を前倒し発注するものでございます。６ページの歳入明細を

ご覧ください。２款使用料及び手数料１目下水道使用料現年分が４７０万円減

額。３款国庫支出金１目下水道国庫補助金社会資本整備交付金が２６９０万円

増額。７款村債１目下水道債公共下水道事業債が３１６０万円の増額でござい

ます。７ページの歳出明細をご覧ください。１款下水道費１目下水道費１項総
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務費が９４９万円の減額でございます。これは長寿命化計画調査業務委託料が

３１０万円減額、統合実施計画業務委託料が６３９万円減額したものでござい

ます。２項下水道建設費１目公共下水道建設費が６３２９万円の増額でござい

ます。これは統合事業の工事請負費でございます。なお、工事の発注は３月を

予定しております。説明は以上でございます。 

議  長（下川正剛）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（下川正剛）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

     討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（下川正剛）討論なしと認め、討論を終結いたします。 

     採決いたします。議案第１号平成２４年度白馬村下水道事業特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。議 

（ 全 員 起 立 ） 

議  長（下川正剛）起立全員です。よって議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長（下川正剛）これで、本臨時会に付された議事日程は、すべて終了いたしまし

た。以上をもちまして、平成２５年第１回白馬村議会臨時会を閉会といたしま

す。大変ご苦労様でした。 

 

閉 会 午後４時１３分 

 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

   平成  年   月   日 

 

     白馬村議会議長 

    

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 


